
資料 2-付属資料 

ＴＰＰ11及び日ＥＵ・ＥＰＡによる長野県の農林産物の 
生産額への影響（試算）について 

長野県ＴＰＰ農業分野等対策本部 

国の試算品目に加え、本県主要園芸品目を対象に国が公表した「国内対策により国内生

産量が維持される」ことを前提とした『農林水産物の生産額への影響について（ＴＰＰ11）

（日ＥＵ・ＥＰＡ）』に準じて試算を行った結果、本県農林産物の生産額への影響は、ＴＰ

Ｐ11で約 14億６千万円余、日ＥＵ・ＥＰＡで約 10億７千万円余の減少が見込まれた。 

※試算は国と同じく各協定が単独で発効した場合を想定しており、同時に発効した場合の

影響額は試算していない。 

 

１ 品目の選定方法 
試算の対象とする品目については、ＴＰＰ12（平成 28 年 2 月）と同じ基準を適用した。 

【ＴＰＰ12の基準】 

ア）国が試算した関税率 10%以上かつ国内生産額 10億円以上の品目である、33品目（本 

県で該当したもの農畜産物 10品目、林産物 1品目） 

イ）本県の平成 26 年産の生産額が 10 億円以上の品目（従前から関税が設定されていな

い「花き」は除外）で、国が平成 27 年 11 月に公表した「品目毎の農林水産物のへの

影響について」において「影響は限定的」とされた品目（8品目） 

※国において「影響は見込み難い」とした品目及び「評価していない」品目は対象から除外 

 

 

 

 

 ○上記の基準を適用し以下の品目について試算。 

（１）ＴＰＰ11 

ア）国が試算した 33品目（本県で該当するものは農畜産物 10品目、林産物 1品目） 

イ）本県の平成 27 年産の生産額が 10 億円以上の品目（従前から関税が設定されていな

い「花き」は除外）で、国が平成 29年 12月に公表した「ＴＰＰ11における品目毎の

農林水産物への影響について」において「影響は限定的」とされた品目。（2品目） 

 

 

 

※国において「影響は見込み難い」とされた品目及び「評価していない」品目は対象から除外した 

 

 

米、小麦、大麦、りんご、ぶどう、加工用トマト、アスパラガス 
牛肉、豚肉、牛乳乳製品、鶏肉、鶏卵、合板等 

試算対象品目 【合計 13品目（下線は県独自品目）】 

米、小麦、大麦、りんご、ぶどう、レタス、セルリー、ブロッコリー、トマト 
加工用トマト、アスパラガス、いちご、ばれいしょ、牛肉、豚肉、牛乳乳製品、 
鶏肉、鶏卵、合板等 

 

試算対象品目 【合計 19品目（下線は県独自品目）】 



 

（２）日ＥＵ・ＥＰＡ 

 ア）国が試算した 28品目（本県で該当するものは農畜産物 9品目、林産物 1品目） 

イ）本県の平成 27 年産の生産額が 10 億円以上の品目（従前から関税が設定されていな

い「花き」は除外）で、国が平成 29 年 11 月に公表した「日ＥＵ・ＥＰＡにおける品

目毎の農林水産物への影響について」において「影響は限定的」とされた品目。 

 （該当なし） 

 

 

 

 

※国において「影響は見込み難い」とされた品目及び「評価していない」品目は対象から除外した 

 

２ 試算方法（ＴＰＰ11、日ＥＵ・ＥＰＡ共通） 

（１）国が試算を行った品目については、国の試算方法※に準じて試算を行い上限値・下限

値の区分はせず影響が最大になると見込まれる額（下限値）を適用した。 

（２）国が試算を行っていない品目については、輸入される時期と本県の出荷時期との違

いや、県産品と輸入品の品質面等から、国の算出方法の（２）の競合しない部分を該

当させ、「競合する部分の価格下落率の 1/2の割合で価格が低下すると見込む」方法を

用いて試算した。 

（３）影響試算の品目別価格は、ＴＰＰ12試算と同様、国の「品目ごとの農林水産物への

影響について」の国内価格を使用 

※＜参 考：国の試算方法＞ 

対象品目 
   関税率 10％以上かつ国内生産額 10億円以上の品目 

TPP11:農産物 19品目、林水産物 14品目 合計 33品目 
日 EU・EPA:農産物 18品目、林水産物 10品目 合計 28品目 

算出方法 
（１）内外価格差、品質格差等の観点から、品目ごとに輸入品と競合する部分と競合しない部分に

二分 
（２）価格については、原則として競合する部分は関税削減相当分の価格が低下し、競合しない部

分は競合する部分の価格低下率の 1/2の割合で価格が低下すると見込む 
（３）（２）について品目によっては、国内対策により品質向上や高付加価値化等を進める効果を

勘案し、（２）の 1/2を上限値として設定 
（４）関税削減等の影響で価格低下による生産額の減少が生じるものの､体質強化対策による生産

コストの低減・品質向上や経営安定対策などの国内対策により、引き続き生産や農家所得が確
保され、生産量が維持されるものと見込む。 

 

 

 

 

 

 

 

小麦、大麦、りんご、加工用トマト、牛肉、豚肉、牛乳乳製品、鶏肉、鶏卵、 
構造用集成材等 

試算対象品目 【合計 10品目（県独自品目なし）】 



TPP11、日 EU・EPA 県影響試算 

農林業生産額     ＴＰＰ11:14億 6,600 万円減少 

日ＥＵ・ＥＰＡ:10 億 7,700万円減少 

                               単位:百万円 

 品  目 
H27 年県生産額 

（百万円） 

影響額（百万円） 

ＴＰＰ11 日 EU・EPA 

穀類 

米 ４１，９１４ ０  

小 麦 ２９５ ６０ ０ 

大 麦 ７０ ６ ０ 

果樹 
りんご ２７，８２４ 

 （生果） ０ （生果） ０ 

（果汁）６６ （果汁）６６ 

ぶどう １５，１４１ ３１９  

野菜 
加工用トマト ５３２ ― ６ 

アスパラガス ２，１７４ ３７  

畜産 

牛 肉 ８，９７４ ５１８ ２２２ 

豚 肉 ５，２８９ ２９９ ２７９ 

牛乳乳製品 １１，５３９ ５４ ３４ 

鶏 肉 ２，２９６ ― ― 

鶏 卵 １，８１７ ― ２ 

農 産 物 計 ２９１，６００ １，３５９ ６０９ 

林産物 

合板等 １，７９３ １０７  

構造用集成材等 ８，５２６  ４６８ 

合      計 ３０１，９１９ １，４６６ １，０７７ 

県試算対象品目数 １３品目 １０品目 

※「－」は国の試算対象品目となったが、「影響は見込み難い」とされた品目 

※斜線は国の影響評価において「影響は見込み難い」または「影響評価をしていない」とされ、県の試算対象 

 から除外した品目 

※生産額の合計の欄には、標記以外の品目の生産額を含む。 

※林産物の県生産額は平成 26 年の値 

 

 



参考-１:ＴＰＰ12の県試算結果(平成 28年 2月) 

 

農林業生産額：２４億１，４００万円減少 

 品  目 H26生産額（百万円） 影響額（百万円） 

穀 類 

米 ４０，２３５ ０ 

小 麦 ２８７ ５６ 

大 麦 ６４ ６ 

果 樹 

りんご ２７，９７３ 
（生果）  ０ 

（果汁） ６８ 

ぶどう １４，５９５ ３８４ 

野 菜 

レタス ２８，２４３ ３８７ 

セルリー ２，６６６ ２２ 

ブロッコリー ２，６４７ ２３ 

トマト １，８２４ ５７ 

加工用トマト ５２２ ４ 

アスパラガス ２，２５４ ２４ 

いちご １，４９３ ５３ 

ばれいしょ １，００２ ２４ 

畜 産 

牛 肉 ８，４８６ ８４３ 

豚 肉 ５，４０５ ３２４ 

牛乳乳製品 １１，０１０ ３１ 

鶏 肉 ２，２２５ ０ 

鶏 卵 １，９６９ ５ 

農 産 物 計 ２８１，７００ ２，３１１ 

林産物 合 板 等 １，７１６ １０３ 

合      計 ２８３，４１６ ２，４１４ 

 ※H26生産額の計の欄には、表記以外の品目の生産額を含む。 

※林産物の生産額は H25の額 



参考－２：国の影響試算 

  

 品 目 
影響額(単位:億円) 

ＴＰＰ11 日 EU・EPA ＴＰＰ12 

穀類 

米 0 評価していない 0 

小 麦 29～65 0 62 

大 麦 4 0 4 

果樹 
りんご 4～8 3～5 3～6 

ぶどう 影響は限定的 評価していない 影響は限定的 

野菜 

レタス 影響は見込み難い 評価していない 影響は限定的 

セルリー 影響は見込み難い 評価していない 影響は限定的 

ブロッコリー 影響は見込み難い 評価していない 影響は限定的 

トマト 影響は見込み難い 評価していない 影響は限定的 

加工用トマト 影響は見込み難い 1 1 

アスパラガス 影響は限定的 評価していない 影響は限定的 

いちご 影響は見込み難い 評価していない 影響は限定的 

ばれいしょ 影響は限定的 評価していない 影響は限定的 

畜産 

牛 肉 200～399 94～188 311～625 

豚 肉 124～248 118～236 169～332 

牛乳乳製品 199～314 134～203 198～291 

鶏 肉 影響は見込み難い 影響は見込み難い 19～36 

鶏 卵 影響は見込み難い 4～8 26～53 

農産物計 616～1,103 397～686 878～1,516 

林産物 
TPP:合板等 

EPA:構造用集成材 
212 186～371 219 

農林水産物計(全品目) 905～1,469 626～1,143 1,271～2,082 

※下線の品目は TPP12 において県独自で試算した品目 

※「影響は限定的」「影響は見込み難い」「評価はしていない」については国は影響額を試算していない。 

   ※農産物計及び農林水産物計については上記以外で国の試算対象となった下記品目を含む影響額 

 

 

 

 

砂糖、でん粉原料作物、小豆、いんげん、落花生、こんにゃくいも、茶、かんきつ類、ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ、 

あじ、さば、いわし、ほたてがい、たら、いか・干しするめ、かつお・まぐろ類、さけ・ます類、 

こんぶ・こんぶ調製品、のり類、うなぎ、わかめ、ひじき（下線は TPP11のみ） 


